
「第８回 小児がん拠点病院の指定に関する検討会」（平成 31 年 2 月 7 日） 

 

 

 本日の検討会で指定すべきとされた医療機関は以下のとおり。 

なお、「小児がん拠点病院」はこれを踏まえ、後日、厚生労働大臣が指定する。 

  

 

No. 所在都道府県 医療機関名 

1 北海道 北海道大学病院 

2 宮城県 東北大学病院 

3 埼玉県 埼玉県立小児医療センター 

4 東京都 国立成育医療研究センター 

5 東京都 東京都立小児総合医療センター 

6 神奈川県 神奈川県立こども医療センター 

7 静岡県 静岡県立こども病院 

8 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 

9 三重県 三重大学医学部附属病院 

10 京都府 京都大学医学部附属病院 

11 京都府 京都府立医科大学附属病院 

12 大阪府 大阪市立総合医療センター 

13 兵庫県 兵庫県立こども病院 

14 広島県 広島大学病院 

15 福岡県 九州大学病院 

 


